
















北

縮尺：１/２００

第１種住居地域

法第４２条第２項道路

法
第
４
２
条
第
１
項
第
１
号
道
路
（
区
道
）

都市計画道路補助７６号線（新青梅街道）

用
途
地
域
境
（
新
青
梅
街
道
か
ら
４
０
ｍ
）

用
途
地
域
境
（
新
青
梅
街
道
か
ら
２
０
ｍ
）

3
,
5
0
4

4
,
0
0
0

3
,
4
6
7

5,58
0

5,51
0

2
,
8
6
0

1
0
,
4
6
0

(
2
9
,
4
1
4
)

20
,0
00

20
,0
00

15
,1
00

15
,0
00

第１種低層住居専用地域

第１種高度地区

第１種高度地区

第１種低層住居専用地域

第３種高度地区

容積率：１５０％　　　建ぺい率：５０％

準防火地域　　日影規制：１.５ｍ　４ｈ／２.５ｈ

準防火地域　　日影規制：１.５ｍ　５ｈ／３ｈ

容積率：３００％　　　建ぺい率：６０％

防火地域　　日影規制：４ｍ　４ｈ／２.５ｈ

容積率：１５０％　　　建ぺい率：５０％
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建築基準法第５２条第９項の適用がない場合の容積率の限度 

 
 ・ 容積率の限度は、都市計画で定めた数値以下でなければならない（建築基準法第 52 条第 1項）。 
 ・ 上記に定めるもののほか、前面道路の幅員が１２ｍ未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のｍの数値に、住居系用途
地域内の建築物にあっては１０分の４を乗じたもの以下でなければならない（建築基準法第 52 条第 2項）。 
 
よって、本件建築物に係る容積率の限度は次式により表すことができる。 
 
             〔 道路幅員(ｍ) × ４／１０ × 第一種住居地域内の敷地面積 〕＋〔 １５０％ × 第一種低層住居専用地域内の敷地面積 〕 
   容積率の限度 ＝ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
                       〔 第一種住居地域内の敷地面積 ＋ 第一種低層住居専用地域内の敷地面積 〕 

 

 

 

１．前面道路の幅員が５.５１ｍの場合 
 
                  〔 ５.５１ｍ×４／１０×３３０.２４㎡ 〕＋〔 １５０％×１９０.８６㎡ 〕 
    容積率の限度 ＝  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ＝ １９４．６１ ％ 
                        〔 ３３０.２４㎡ ＋ １９０.８６㎡ 〕 

 
 
２．前面道路の幅員が５.５８ｍの場合 
 
                  〔 ５.５８ｍ×４／１０×３３０.２４㎡ 〕＋〔 １５０％×１９０.８６㎡ 〕 
    容積率の限度 ＝  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ＝ １９６．３８ ％ 
                        〔 ３３０.２４㎡ ＋ １９０.８６㎡ 〕 
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